
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ

図るための基本的な方針（廃掃法基本方針）の改正について 

 
＜概要＞ 
本年２月に、中央環境審議会より「循環型社会の形成に向け

一般廃棄物処理の在り方について」につき意見具申されたこと

法基本方針を改正するもの。 
 
＜主な改正内容＞ 
○地方公共団体の役割・国の役割 
 市町村は、一般廃棄物処理事業の実施に当たり、 
① 適正な循環的利用や処分を進める上での必要性を踏まえ
図るものとする。 

② コスト分析及び情報提供を行い、分析結果をさまざまな
こと等により、社会経済的に効率的な事業となるよう努め

③ また、経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排
等を進めるため、一般廃棄物処理の有料化の推進を図るべ

こととした。 
また、国においては、コスト分析手法、有料化の進め方等

通じて、地方公共団体の取組の支援に努めることとした。 
 
○一般廃棄物の処理体制の確保 
一般廃棄物の処分の最適な方法の例示として、廃プラスチ

まず発生抑制を、次に再生利用を推進し、なお残るものにつ

行わず、熱回収を行うことが適当であるとした。 
 
○一般廃棄物処理施設の整備 
 一般廃棄物処理施設の整備について、発生抑制及び適正な循

するための明確な目標を設定した上で、地域における循環型社

めの総合的な計画となるよう一般廃棄物処理計画を作成して実

本とした。また、災害廃棄物の処理について、広域的な連携体

に、広域圏ごとに一定程度の余裕を持った施設整備を進めるこ

とした。 
 
○その他時点修正について 
 平成 13 年に現廃掃法基本方針公表後、循環型社会形成推進
自動車リサイクル法の施行等廃棄物・リサイクルに関する新た

ているため、それらに関する記述を修正又は追加した。 
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